
　下水道が整備されると、条例により供用開始の日（下水道を使用できる日）から6か月以内に
浄化槽を廃止して排水設備工事を、また下水道法によりくみ取り便所は3年以内に水洗便所に
改造することが義務付けられています。
1日も早く下水道に接続されますようお願いします。

　下水道は、市が道路等に埋設し管理を行う「公共下水道施設」と、個人の敷地内等に設置
し、家庭等から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。「排
水設備」は、台所、風呂、便所等の汚水を「公共ます」まで流すための排水管や汚水ます等の
施設です。申請及び工事・補修・点検等の管理は自己負担で行っていただくことになります。

　東広島市の下水道は分流式を採用していま
すので、汚水のみ流入させることができます。
　屋外の足洗い場は、屋根などがあり雨水が
受け皿に入らない場合、泥溜めますを通じて公
共下水道に接続できます。受け皿を設置しな
い、または受け皿を埋めて散水栓として使用す
る（下水道に接続しない）方法でも構いませ
ん。

分流式下水道について

汚水系統

防臭トラップ

足洗い場の
受け皿

泥溜めます

軒の垂直線上に受け皿が
入っていればOK

足洗い場からの泥はますの中に溜り、排水のみ下流へ流れる
運んだ先で、コンポスト（肥料）に再利用しています。

下水処理場

下水道本管



指定工事店が現地調
査をします。便器の
種類、施工方法、費
用、支払条件等、十分
に打ち合わせをしてく
ださい。

依頼者と指定工事店
が合意して契約をし
てください。水洗便
所改造資金の貸付を
希望する場合は、指
定工事店に伝えてく
ださい。

打ち合わせ後、指定
工事店が設計・見積
をします。必要であ
れば数社の指定工事
店に見積を依頼して
ください。

書類作成・提出は指定
工事店が代行します。
書類の内容をよく確
認して、記名してくだ
さい。

工事終了後７日以内
に完工届・下水道使用
開始届を市に提出し、
下水道を使用するこ
とができるようになり
ます。

市は完工届により完了
検査をします。検査に
合格すると検査済書
及び検査証を交付し
ますので、玄関等の見
えやすいところに貼っ
てください。依頼者は、
指定工事店に工事代
金の支払いをします。

※貸付の申込みは、５と同時
に指定工事店が行います。

　下水道へ接続することで、くみ取り便所の方は悪臭がなくなり、汚れた水が側溝等
へ流れなくなることでお住まいの周辺の環境がよくなり、浄化槽の方は浄化槽の維持
管理の必要がなくなります。
　下水道が使用できるようになりましたら、早く接続して暮らしやすい環境をつくりま
しょう。

　指定工事店名簿を市ホームページに掲載しているほか、市役所下水道施設課の窓口でも
配布しています。

　また、工事費は、家屋や敷地の形状、便器の種類、数などによって異なりますので指定
工事店で相談し確認してください。なお、この工事費は自己負担となります。

　すでに、合併浄化槽または単独浄化槽を設けて便所等を水洗化している家庭は、６
か月以内にこの浄化槽を廃止して、下水道に接続しましょう。

下水道接続で暮らしやすい環境に

合併浄化槽及び単独浄化槽は廃止しましょう

市ホームページ
排水設備指定工事店名簿
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●トイレや台所等の家庭内の配水管を下水道へ接続
●浄化槽を廃止する

審査
60か月以内
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ますが溜めますの場合は、インバートますに代える必要があります。

　市では、水洗便所の普及促進のため、改造工事に必要な費用を、一括で負担することが困難
な方に、次のような費用の一部について、貸付金制度を設けていますので、ご利用ください。


